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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第15期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第14期

会計期間
自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日

自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日

自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日

売上高（千円） 7,081,446 2,930,514 18,089,597

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△1,850,983 88,303 △5,477,568

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
△1,776,069 75,039 △5,836,036

純資産額（千円） 3,070,994 604,493 528,242

総資産額（千円） 46,037,963 34,189,041 36,950,094

１株当たり純資産額（円） 10,779.58 7.53 6.28

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）

△8,045.90 1.23 △165.06

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― 1.23 ―

自己資本比率（％） 6.6 1.3 1.0

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
1,579,758 1,720,378 3,921,713

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
756,015 △105,587 1,460,063

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
△2,503,276 △1,907,682 △5,346,067

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
926,833 837,152 1,130,044

従業員数（人） 381 381 383

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第14期第１四半期連結累計(会計)期間及び第14期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４　当社は平成21年７月４日付で株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。　
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 381  (97)

　（注）　従業員数は就業人員であります。なお、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員であり、当第１四半期連結会計期間

における平均雇用人員（１日８時間換算）で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 62  

　（注）　従業員数は就業人員であります。臨時従業員については全社員の10％以下であり、その重要性が低いため記載を

省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）売上高の状況

　当第１四半期連結会計期間における売上実績を事業セグメント別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

不動産販売事業 1,344,675 45.9 21.8

不動産関連業務受託事業 629,917 21.5 444.3

シニア住宅事業 955,921 32.6 122.9

合計 2,930,514 100.0 41.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）売上実績の内訳

　当第１四半期連結会計期間における売上実績の内訳は、次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
　  至　平成22年５月31日）

事業の区分 内訳 戸数又は件数 金額（千円）

不動産販売事業

ランドシティ横手駅前　　 16戸 348,864

ランドシティ松山アクティス 13戸 286,147

ランドシティ立川多摩川テラス ９戸 291,821

不動産流動化 １件　 187,000

その他 13戸 230,841

小計
　 51戸

　１件
1,344,675

不動産関連業務受託事業

販売代理手数料 － 249,283

賃貸収入 － 172,181

その他 － 208,452

小計 － 629,917

シニア住宅事業

管理収入 － 367,668

介護保険収益 － 310,941

入居一時金収益 － 257,433

その他 － 19,877

小計 － 955,921

合計 － 2,930,514

　（注）１　不動産販売事業における戸数及び金額には、共同事業方式による出資比率に基づく当社持分相当の戸数及び金

額を含めて記載しております。なお、当社持分相当の戸数に係る端数については切り捨てて表示しておりま

す。

２　不動産販売事業のその他には、中古リノベーション物件の取扱戸数も合わせて記載しております。

３　シニア住宅事業における入居一時金収益には、「契約解除損失引当金戻入額」5,516千円を加算して記載して

おります。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

及び追加があった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その

他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　当社グループは、前連結会計年度において、貸借対照表の量的改善を目的とした、物件売却による資産圧縮や、有

利子負債の削減による支払利息等の軽減や増資による資本増強により、将来の業績回復に向けた土台の整備を

図ってまいりましたが、不動産業界を取り巻く環境は、依然として厳しく、営業キャッシュ・フローはプラスと

なったものの、損益面では5,477百万円の経常損失及び5,836百万円の当期純損失を計上致しました。

そのため、引き続き金融機関からの借入金の一部につき財務制限条項に抵触することとなったため、当該債務

につき期限の利益喪失にかかる請求を受ける可能性がある状態になっておりました。

また、大幅な損失を計上したことにより、自己資本比率が減少しており、将来にわたって事業活動を継続すると

EDINET提出書類

株式会社ランド(E04015)

四半期報告書

 4/36



の前提に疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。

　当第１四半期連結会計期間においては、損益面で88百万円の経常利益及び75百万円の四半期純利益を計上した

ものの、自己資本比率を大幅に改善するには至らず、依然として、自己資本比率が減少している状態となってお

り、引き続き金融機関からの借入金の一部につき財務制限条項に抵触しているため、当該債務につき期限の利益

喪失にかかる請求を受ける可能性がある状態になっており、当社グループには、将来にわたって事業活動を継続

するとの前提に疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループといたしましては、平成22年３月17日発表の中期経営計画「LAND Value Up Plan 2013」に沿っ

た施策の実施により、当該状況の大幅な改善を実現できると考えており、このような状況を早期に解消すべく、グ

ループ一丸となって、業績の回復に努めてまいります。　

  

(2) 株式の希薄化及び新株割当先が親会社又は大株主となるリスクについて 

平成21年８月26日臨時株主総会において決議され、翌27日付けで発行したENHANCEMENT CONSULTING KOREA及び株

式会社ユー・エス・アールに対する新株予約権がすべて行使された場合には、本四半期報告書提出日現在の発行済

株式総数の約130％にあたる株式が発行されることになり、これにより１株当たりの株式価値が希薄化する可能性

があります。

なお、同割当先が親会社となった場合、株主総会を通じて権利を行使することができるため、議決権行使の状況又

は第三者への売却状況等により、当社のコーポレート・ガバナンスに大きな影響を与える可能性があります。

また、当社は第１四半期連結会計期間終了後の平成22年7月13日開催の取締役会において、有限会社さくら浄苑墓

地共同事業組合及び株式会社経通ネットワーク並びに株式会社ミッドナイトエクスプレスに対し、第三者割当によ

る新株式発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））による新株式の発行を行うことを決

議いたしました。

当該新株発行により割当てる新株式26,666,400株は、本報告書提出日現在の当社の発行済株式総数の約43.64%と

なっており、1株当たりの株式価値が希薄化する見込みであります。

なお、当該新株発行に係る割当が完了した場合には、割当先である有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合が当社

の筆頭株主となる見込みであります。

このため、有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合の議決権行使の状況又は第三者への売却状況等により、当社の

コーポレート・ガバナンスに大きな影響を与える可能性があります。

　

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢等に

ついて改善には至っておらず、企業の設備投資や個人消費の低迷が続くなど、依然として先行き不透明な状況が続

いており、企業をとりまく環境は厳しい状況で推移いたしました。

　当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅税制の優遇措置や住宅版エコポイント制度の新設等の経

済対策や住宅価格の調整等の進展により、個人消費者向けの新築マンション市場や戸建て市場においては、堅調に

推移してまいりました。

　このような環境下において、当社グループは「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念とし、平成22年３月17日発

表の中期経営計画「LAND Value Up Plan 2013」の達成に向けて、最大限の努力を継続してまいりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,930百万円、営業利益312百万円、経常利益88百万円、四半期

純利益75百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

(不動産販売事業)

不動産販売事業におきましては、自社分譲マンション51戸及び不動産流動化案件１件等の引渡しを行いました

結果、売上高は1,344百万円、営業利益は49百万円となりました。

(不動産関連業務受託事業)

不動産関連業務受託事業におきましては、他社分譲マンションの販売代理手数料及び収益不動産保有事業にお

ける賃貸収入並びにその他の収入を合わせ、売上高は629百万円、営業利益は169百万円となりました。

(シニア住宅事業)

シニア住宅事業におきましては、開設済み施設の稼働率も順調に推移し、売上高は955百万円、営業利益は71百万

円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ292百万円の減少となりま

した。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られた資金は、1,720百万円となりました。これは主に、分譲マンション等の販売及び不動産

流動化事業用資産の売却によるたな卸資産の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は105百万円となりました。これは主に有形固定資産取得に関する支出によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は1,907百万円となりました。これは棚卸資産等の売却に伴う、当該プロジェクト

資金の返済による支出によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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(5）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策

事業等のリスクに記載の通り、当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に疑義を生じさ

せるような事象又は状況が存在しておりますが、平成22年３月17日発表の中期経営計画「LAND Value Up Plan

2013」に沿った下記施策の実施により、当該状況の大幅な改善を実現できると考えております。

①共同事業方式によるマンション分譲事業の展開　　

マンション分譲事業に関しましては、当社が土地を取得し、建築費を事業パートナーに負担していただく等、当

社の資金流出を極力抑えた省資金型の共同事業方式により開発を進めてまいる所存であり、今後は、得意とする

東京・神奈川エリアに特化して、優良な物件のみを厳選し、供給戸数や売上高を追い求めるのではなく、強みであ

る仕入情報ネットワークを駆使し、得意とする企画力により、エリアニーズに適合した「売れるマンション（＝

良いもの）」のみをマーケット環境に応じた展開をしてまいります。　

②堅調なシニア住宅事業の積極展開

現状、シニア住宅事業は非常に好調であり、また、療養病床が大幅に削減される見込みであることから、要介護

者に対応できる受け皿の必要性が高まるものと認識しており、特に医療体制の充実した高齢者住宅ニーズは高ま

ると想定しております。

そのような環境の中、当社グループの強みとノウハウを活かし、ハード・ソフトの両面で同業他社との差別化

を図ることで、同事業を当社グループの事業の柱の一つとして引き続き積極的に展開してまいります。

③新たなフィービジネスの展開

　当社グループは、今後の重要な資金源として、入手した案件情報を活用し、これまで培ってきたノウハウにより、

仲介手数料やコンサルティングフィーを獲得する事業や、取得した土地にマンション事業を企画し、資金力のあ

る大手デベロッパー等に事業主の地位を譲渡することによりフィーを獲得する地位譲渡事業等の省資金型の

フィービジネスを新たに展開してまいります。

④債務の圧縮

既存のプロジェクト資金等につきましては、物件の販売スケジュールに合わせて返済条件の見直しを行うこと

につき、取引金融機関および建設会社にご協力をいただいており、見直し後の返済条件に従い支払いを行ってお

ります。財務制限条項に抵触する借入契約につきましても、金融機関に対して期限の利益の喪失請求を留保する

ことを要請し、これに対してご支援いただく方向で協議に応じていただいております。

⑤株主価値を棄損しない資金調達の実施　

当社グループは、堅調なシニア住宅事業という安定したコア成長ビジネスを持ち、物件の仕入れ力と販売力に

は定評があるものと自負しており、必要に応じた資金を調達することができれば、成長路線に戻せると認識して

おります。

今後は、引き続き様々な調達手法を検討し、株主価値を最大限に高める最適な手法により適宜必要な資金を調

達してまいる所存であります。

また、上記施策に加え、既に実施しております人員配置の適正化や販売費及び一般管理費の削減を引き続き徹

底することにより、支出の抑制に努めてまいります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。　

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 244,384,800

計 244,384,800

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年５月31日）

提出日現在
発行数(株)

（平成22年７月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 61,096,200 61,096,200
東京証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に制限

のない標準となる株式であ

り、単元株式数は100株であり

ます。

計 61,096,200 61,096,200 ― ―

（注）　「提出日現在発行数」には平成22年７月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは

含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成21年８月26日臨時株主総会決議　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 95

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 79,458,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり　61円

新株予約権の行使期間
平成21年８月27日

平成23年８月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　61円

資本組入額　　　　31円

新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使に際しては、新株予約権１個当たりの

株式数を分割する一部行使は出来ないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
当新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の承認

を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）８

（注）１　本新株予約権の行使により当社が普通株式を交付する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額

（以下「行使価額」という。）は、61円とする。ただし、行使価額は（注）２ないし（注）５に定めるところに従

い調整されることがある。

２　①　当社は、本新株予約権の発行後、（注）３に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使

価額を調整する。

　 　
　

　 　

既発行株式数

　

＋

希釈化ベースの

新発行株式数

　

×

１株あたりの発行・

処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

②　（注）２①に従う行使価額の調整の場合、本新株予約権の行使により取得され得る本株式の総数は、次の算

式に従って計算されるものとする。１株未満の端数は、切り捨てられるものとする。

　 

株式数　＝
行使価額×行使された本新株予約権の数量

調整後行使価額
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３　行使価額調整式の適用

行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

①　（注）４②に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって本株式を新たに発行しまたは当社の有

する本株式を処分する場合（ただし、本株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対し

て取得を請求できる証券または本株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の行使による場合を除く。）には、調整後の行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合に

は、出資の履行をした日）（無償割当ての場合には、効力発生日）の翌日以降、また株主への割当にかかる

基準日（以下「株主割当日」という。）がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により本株式を発行する場合は、調整後の行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降こ

れを適用する。

③　（注）４②に定める時価を下回る価額をもって本株式の取得を当社に対して請求できる証券を発行または

処分する場合、または（注）４②に定める時価を下回る対価をもって本株式の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債を発行もしくは処分する場合には、調整後の行使価額は、発行または処分さ

れる証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の

行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（払込期間

を定めた場合には、出資の履行をした日）（無償割当ての場合には、効力発生日）の翌日以降これを適用

する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

④　（注）４②に定める時価を下回る対価をもって本株式に交換される取得条項付株式その他の本株式の交付

がなされることの引換えに当社に取得される証券（ただし、（注）３③に該当するものを除く。）を発行

する場合、調整後の行使価額は、発行された証券の全てが、取得事由発生日時点での条件で本株式に交換さ

れたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得事由発生日の翌日以降これを適用

する。

⑤　（注）３①ないし④の各取引において、当社普通株主のための権利の付与のための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときには、（注）３①ないし④にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認の決議をした日の翌日

以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認の決議をした日までに行使請求

をなしたものに対しては、調整後の行使価額の適用以降において次の算出方法により、本株式を追加交付

する。この場合、株券の交付については、当社定款の定めにより、株券を発行しない。

　 

　

株式数＝　

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

　 調整後行使価額

４　その他の調整条件

①　行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、（注）３⑤の場合は当該基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における本株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り上げる。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合

は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、（注）３⑤の場合には、行使価額調整式で使用

する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株

式数を含まないものとする。

④　行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、行使

価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算

出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額

を使用するものとする。
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５　（注）３の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、行使価額の必要な調整を行

う。

①　株式の併合、資本の減少、当社を承継会社とする吸収分割、当社を存続会社とする合併、当社を完全親会社と

する株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③　当社が、（ⅰ）行使価額より低い一株あたりの価格で第三者に対して普通株式を発行する場合、または、

（ⅱ）行使価額より低い行使価額で新株予約権付社債もしくは新株予約権もしくはその他のエクイティ

関連証券を発行する場合（疑義を避けるため、いずれの場合でも、行使価額は、当該発行日の公表日の日付

で効力を有する一株あたりの払込金額もしくは新証券の行使価額に調整されるものとする）、または、

（ⅲ）（注）５③（ⅱ）に具体化された証券が行使価額修正もしくは調整規定を有しかつ当該証券の行

使価額が行使価額より低くなるように修正されるかもしくは調整される場合、行使価額は、その修正もし

くは調整と同時に、当該他の証券の行使価額に見合うように修正されるものとし、また、さらに、疑義を避

けるため、（注）５③および（注）２ないし（注）４の双方が適用ある場合、（注）５③が優先するもの

とする。

④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

６　（注）２ないし（注）５により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにそ

の事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約

権者に通知する。ただし、（注）３⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降すみやかにこれを行う。

７　行使価額の調整等が行われた場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるところに従って

算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を

切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。

８　新株予約権の取得条項に関する事項 

① 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議

した場合、または当社が合併により消滅することを当社の株主総会で決議した場合、本新株予約権者に対し

て、取得日から3日前の通知を行った上で、当該株式交換、株式移転または合併の効力発生日以前に、その時

点において存在する本新株予約権の全部を払込金額で取得することができる。

② 払込期日の1年後の応当日以降、当社は、その選択により、本新株予約権者に対して、取得日から3日前の通知

を行った上で、その時点において存在する本新株予約権を払込金額で取得することができる

９　新株予約権１個当たりの株式数は836,400株であります。
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平成21年５月28日第13回定時株主総会決議（平成22年１月22日開催の取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,956　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 295,600　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり　48円（注）２

新株予約権の行使期間
平成24年６月１日

平成27年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　48円

資本組入額　　　　24円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）７

　（注）１　新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う

場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について

のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合

理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

　２　新株予約権発行後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。　　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。　

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　３　新株予約権の発行価額は無償とする。

　４　新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会

が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

　５　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。　
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　６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上

記（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）６.③に従って決定さ

れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編

行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権

を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

イ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本

金等増加限度額から、上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

下記（注）７に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７　新株予約権の取得条項に関する事項

① 各新株予約権の行使の日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の３カ

月（当日を含む直近の60本邦営業日)の平均株価が一度でも権利行使価額の50％を下回った場合において、

当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償

で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる

会社分割についての分割契約書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会社分

割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたと

きは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

③ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４に定める規定により新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

④ 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成22年３月１日～
平成22年５月31日

― 61,096,200 ― 4,722,798 ― 4,487,518

　

（６）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、エスリッチ投資事業組合(※)から、平成22年３月10日付で提出された大量保

有報告書の変更報告書により、投資事業組合の解散に伴い平成22年３月３日現在で保有している株式が無い旨

の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認は出

来ません。

　なお、エスリッチ投資事業組合(※)の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

エスリッチ投資事業

組合(※)
東京都中央区京橋一丁目５番５号 ― ―

※エスリッチ投資組合が解散したことに伴い、事務手続きの代行者としてエスリッチ・キャピタル株式会社

が大量保有報告書の変更報告書を提出しております。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

―
株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式普通株式 247,900

完全議決権株式(その他) 普通株式 60,847,500 608,475 同上

単元未満株式 普通株式 800 ― 同上

発行済株式総数 61,096,200 ― ―

総株主の議決権 ― 608,475 ―

　

②【自己株式等】

 平成22年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社ランド

神奈川県横浜市西区北幸一

丁目11番５号
247,900 ― 247,900 0.41

計 ― 247,900 ― 247,900 0.41
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年３月 ４月 ５月

最高（円） 40 49 38

最低（円） 24 36 25

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平

成21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人ウィングパートナーズによる四半期レビュー

を受け、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人元和による

四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 837,152 1,130,044

受取手形及び売掛金 ※1
 500,446

※1
 406,558

販売用不動産 ※1
 1,300,424

※1
 2,255,167

仕掛販売用不動産 ※1
 5,825,518

※1
 7,167,280

その他 598,329 442,277

貸倒引当金 △6,287 △3,943

流動資産合計 9,055,584 11,397,384

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,462,304 7,226,367

減価償却累計額 △2,948,688 △613,128

建物及び構築物（純額） ※1
 6,513,615

※1
 6,613,239

土地 ※1
 16,063,772

※1
 16,063,772

その他 1,059,350 1,099,099

減価償却累計額 △255,585 △241,632

その他（純額） 803,764 857,466

有形固定資産合計 23,381,152 23,534,478

無形固定資産 100,501 128,348

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 48,563

※1
 50,860

差入保証金 ※1
 834,563

※1
 1,062,440

その他 ※1
 1,067,076

※1
 1,075,000

貸倒引当金 △298,400 △298,418

投資その他の資産合計 1,651,802 1,889,883

固定資産合計 25,133,456 25,552,710

資産合計 34,189,041 36,950,094

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 527,895

※1
 1,068,240

短期借入金 ※1
 4,944,286

※1
 5,142,138

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 14,280,021

※1
 15,858,822

未払金 ※1
 5,101,746

※1
 5,279,375

未払法人税等 341,090 382,802

引当金 142,605 92,484

その他 2,229,964 2,324,455

流動負債合計 27,567,609 30,148,319
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

固定負債

長期借入金 ※1
 3,582,574

※1
 3,699,584

長期入居一時金預り金 1,459,044 1,591,020

その他 975,319 982,928

固定負債合計 6,016,938 6,273,532

負債合計 33,584,548 36,421,851

純資産の部

株主資本

資本金 4,722,798 4,722,798

資本剰余金 4,487,518 4,487,518

利益剰余金 △8,307,744 △8,382,784

自己株式 △440,204 △440,204

株主資本合計 462,367 387,327

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,000 △4,640

繰延ヘッジ損益 － △29

評価・換算差額等合計 △4,000 △4,669

新株予約権 146,126 145,584

純資産合計 604,493 528,242

負債純資産合計 34,189,041 36,950,094
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 7,081,446 2,930,514

売上原価 6,990,347 2,104,940

売上総利益 91,099 825,574

販売費及び一般管理費 ※1
 893,067

※1
 513,404

営業利益又は営業損失（△） △801,967 312,169

営業外収益

受取利息 3,078 4,187

賃貸収入 33,560 9,216

その他 31,497 8,656

営業外収益合計 68,135 22,060

営業外費用

支払利息 261,694 238,704

支払手数料 285,714 －

契約解除損失 519,283 －

その他 50,460 7,222

営業外費用合計 1,117,151 245,926

経常利益又は経常損失（△） △1,850,983 88,303

特別利益

投資有価証券売却益 146,999 －

特別利益合計 146,999 －

特別損失

投資有価証券売却損 － 2,776

固定資産売却損 － 6,193

事務所移転損失引当金繰入額 － 2,412

訴訟損失引当金繰入額 37,800 －

投資有価証券評価損 3,253 －

特別損失合計 41,053 11,382

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,745,037 76,921

法人税、住民税及び事業税 1,924 1,882

法人税等調整額 29,107 －

法人税等合計 31,031 1,882

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,776,069 75,039
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,745,037 76,921

減価償却費 105,675 118,470

のれん償却額 35,898 26,724

投資有価証券売却損益（△は益） △146,999 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 53,224

前渡金の増減額（△は増加） － △180,000

支払利息 261,694 238,704

未払金の増減額（△は減少） 381,773 △39,404

売上債権の増減額（△は増加） － △93,888

未収消費税等の増減額（△は増加） △137,381 2,866

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,034,466 2,296,504

仕入債務の増減額（△は減少） 1,494,327 △540,345

差入保証金の増減額（△は増加） － 232,148

入居一時金預り金の増減額（△は増加） － △112,447

前受金の増減額（△は減少） △1,612,883 △342,753

その他 126,684 78,837

小計 1,798,217 1,815,561

利息及び配当金の受取額 3,372 4,519

利息の支払額 △209,604 △67,347

法人税等の支払額 △12,228 △32,355

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,579,758 1,720,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 200,315 －

差入保証金の回収による収入 453,786 1,839

投資有価証券の売却による収入 147,000 －

有形固定資産の取得による支出 － △108,419

その他 △45,086 992

投資活動によるキャッシュ・フロー 756,015 △105,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,225,972 △209,851

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,308,733 △1,695,810

その他 11,429 △2,020

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,503,276 △1,907,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,502 △292,891

現金及び現金同等物の期首残高 1,094,335 1,130,044

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 926,833

※1
 837,152
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当社グループは、前連結会計年度において、貸借対照表の量的改善を目的とした、物件売却による資産圧縮や、有利子負

債の削減による支払利息等の軽減や増資による資本増強により、将来の業績回復に向けた土台の整備を図ってまいりま

したが、不動産業界を取り巻く環境は、依然として厳しく、営業キャッシュ・フローはプラスとなったものの、損益面では

5,477百万円の経常損失及び5,836百万円の当期純損失を計上致しました。

そのため、引き続き金融機関からの借入金の一部につき財務制限条項に抵触することとなったため、当該債務につき期

限の利益喪失にかかる請求を受ける可能性がある状態になっておりました。

また、大幅な損失を計上したことにより、自己資本比率が減少しており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提

に疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。

　当第１四半期連結累計期間においては、損益面で88百万円の経常利益及び75百万円の四半期純利益を計上したものの、

自己資本比率を大幅に改善するには至らず、依然として、自己資本が減少している状態となっており、引き続き金融機関

からの借入金の一部につき財務制限条項に抵触しているため、当該債務につき期限の利益喪失にかかる請求を受ける可

能性がある状態となっております。

　以上のような事象により、当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に疑義を生じさせるような

事象又は状況が存在しております。

しかしながら、下記施策の確実な実行により、早期に大幅な改善が実現できると考えております。

（1）共同事業方式によるマンション分譲事業の展開　　

マンション分譲事業に関しましては、当社が土地を取得し、建築費を事業パートナーに負担していただく等、当社

の資金流出を極力抑えた省資金型の共同事業方式により開発を進めてまいる所存であり、今後は、得意とする東京・

神奈川エリアに特化して、優良な物件のみを厳選し、供給戸数や売上高を追い求めるのではなく、強みである仕入情

報ネットワークを駆使し、得意とする企画力により、エリアニーズに適合した「売れるマンション（＝良いもの）」

のみをマーケット環境に応じた展開をしてまいります。　

（2）堅調なシニア住宅事業の積極展開

現状、シニア住宅事業は非常に好調であり、また、療養病床が大幅に削減される見込みであることから、要介護者に

対応できる受け皿の必要性が高まるものと認識しており、特に医療体制の充実した高齢者住宅ニーズは高まると想

定しております。

そのような環境の中、当社グループの強みとノウハウを活かし、ハード・ソフトの両面で同業他社との差別化を図

ることで、同事業を当社グループの事業の柱の一つとして引き続き積極的に展開してまいります。

（3）新たなフィービジネスの展開

当社グループは、今後の重要な資金源として、入手した案件情報を活用し、これまで培ってきたノウハウにより、仲

介手数料やコンサルティングフィーを獲得する事業や、取得した土地にマンション事業を企画し、資金力のある大手

デベロッパー等に事業主の地位を譲渡することによりフィーを獲得する地位譲渡事業等の省資金型のフィービジネ

スを新たに展開してまいります。

（4）債務の圧縮

既存のプロジェクト資金等につきましては、物件の販売スケジュールに合わせて返済条件の見直しを行うことに

つき、取引金融機関および建設会社にご協力をいただいており、見直し後の返済条件に従い支払いを行っておりま

す。財務制限条項に抵触する借入契約につきましても、金融機関に対して期限の利益の喪失請求を留保することを要

請し、これに対してご支援いただく方向で協議に応じていただいております。

（5）株主価値を棄損しない資金調達の実施　

当社グループは、堅調なシニア住宅事業という安定したコア成長ビジネスを持ち、物件の仕入れ力と販売力には定

評があるものと自負しており、必要に応じた資金を調達することができれば、成長路線に戻せると認識しておりま

す。今後は、引き続き様々な調達手法を検討し、株主価値を最大限に高める最適な手法により適宜必要な資金を調達

してまいる所存であります。

また、上記施策に加え、既に実施しております人員配置の適正化をはじめとした販売費及び一般管理費の削減を引き続

き徹底することにより、支出の抑制に努めてまいります。　

しかしながら、不動産市場のさらなる悪化等によりたな卸資産の売却や新規事業が計画のとおりに進まない可能性や

金融機関との返済条件の見直し交渉や資金調達につきましても関係者との協議を行いながら進めている途上であるこ

と、また、資金調達面においては株式市場並びに当社株価等の状況に影響されるため、現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。　

　なお、当第１四半期連結会計期間に四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成しており、継続企業の前提に関する重

要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。　
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「支払手数料」は、営業外費用の総額の

100分の20以下となったため、「その他」に含めて表示しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業外費用

の「その他」に含まれる「支払手数料」は2,532千円であります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の売却による収入」は、重要性が乏しいため、当第１四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて記載しております。なお、当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「投資有価証券の売却による収入」は154千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

当四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算

定しております。

２．棚卸資産の評価方法 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の

算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

４．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

法人税等の納付税額の算出にあたっては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要

なものに限定しております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用

した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年２月28日）

※１　担保資産

　このうち借入金(長期借入金3,569,000千円、1年内返

済予定の長期借入金13,479,686千円、短期借入金

3,856,251千円)及び買掛金（227,652千円）、未払金

（4,407,469千円）の担保に供しているものは、次のと

おりであります。

※１　担保資産

　このうち借入金(長期借入金3,587,500千円、1年内返

済予定の長期借入金14,929,261千円、短期借入金

4,352,103千円)及び買掛金（100,000千円）、未払金

（5,137,555千円）の担保に供しているものは、次のと

おりであります。

売掛金 177,546千円

販売用不動産 1,300,424千円

仕掛販売用不動産 5,792,720千円

有形固定資産  

(建物及び構築物) 5,923,065千円

(土地) 16,063,772千円

投資その他の資産  

(投資有価証券) 8,350千円

計 29,265,879千円

売掛金 168,108千円

販売用不動産 2,255,167千円

仕掛販売用不動産 7,149,556千円

有形固定資産  

(建物及び構築物) 6,006,019千円

(土地) 16,063,772千円

投資その他の資産  

(投資有価証券) 8,650千円

(出資金) 13,000千円

計 31,664,274千円

　なお、上記の他、宅地建物取引業法に基づく手付金等

保全措置のため、投資有価証券5,000千円及び保証金

34,000千円並びに連結上相殺消去されている関係会社

株式（子会社株式）200,000千円について質権が設定

されております。

また、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として

投資有価証券15,179千円を法務局に供託しておりま

す。

　その他、投資その他の資産その他(出資金)26,000千円

を担保に供しておりますが、当第１四半期連結会計期

間末において対応債務はありません。

　なお、上記の他、宅地建物取引業法に基づく手付金等

保全措置のため、投資有価証券5,000千円及び保証金

34,000千円並びに連結上相殺消去されている関係会社

株式（子会社株式）200,000千円について質権が設定

されております。

また、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として

投資有価証券15,186千円を法務局に供託しておりま

す。

　その他、投資その他の資産その他(出資金)13,000千円

を担保に供しておりますが、当連結会計年度において

対応債務はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料及び手当 233,880千円

広告費 177,649千円

支払手数料 92,217千円

従業員給料及び手当 168,006千円

支払手数料 60,024千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高は、四半期連結

貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定と一致

しております。

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　同左

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　

平成22年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 61,096,200株 　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 247,997株 　

３．新株予約権等に関する事項 

　（1）平成21年新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 79,458,000株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
145,408千円(親会社145,408千円)

　（2）ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
717千円(親会社717千円)

４．配当に関する事項

 （1）配当金支払額

該当事項はありません。

 （2）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 （単位：千円）

 不動産販売事業
不動産関連業務
受託事業

シニア住宅事業 計 消去又は全社 連結

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 6,161,905141,763 777,7777,081,446     7,081,446

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 2,267 － 2,267 (2,267) －

計 6,161,905144,030 777,7777,083,714 (2,267)7,081,446

営業利益又は営業損失（△） △762,498△111,442 49,133 △824,766 22,808 △801,967

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

 （単位：千円）

 不動産販売事業
不動産関連業務
受託事業

シニア住宅事業 計 消去又は全社 連結

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 1,344,675629,917 955,9212,930,514     2,930,514

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 2,835 － 2,835 (2,835) －

計 1,344,675632,752 955,9212,933,350 (2,835)2,930,514

営業利益 49,060 169,935 71,038 290,034 22,135 312,169

　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　不動産販売事業・・・・・・・自社分譲マンションの分譲及び不動産流動化事業

②　不動産関連業務受託事業・・・他社分譲マンションの販売代理を含む不動産の媒介及び広告宣伝代理業

務、ローン事務代行業務、並びに不動産の賃貸に関する事業

③　シニア住宅事業・・・・・・・シニア用住宅の企画・運営業務等

３　すべての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

【所在地別セグメント情報】

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

海外売上高がないため該当事項はありません。
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（リース取引関係）

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、取引開始日が平成21年2月28日以前のリース取引については通

常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高

は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

（有価証券関係）

前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　541千円

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年２月28日）

１株当たり純資産額 7円53銭 １株当たり純資産額  6円28銭

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △8,045円90銭

※(注)２　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

については、潜在株式は

存在するものの１株当

たり四半期純損失であ

るため記載しておりま

せん。

１株当たり四半期純利益金額 1円23銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1円23銭

　（注）１.　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失

金額
  

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） △1,776,069 75,039

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（千円）
△1,776,069 75,039

期中平均株式数（株） 220,742 60,848,203

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － 34

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

1.平成17年５月26日定時株主総

会決議によるストック・オプ

ション(新株予約権)

  　普通株式　　　　  423株

2.平成21年４月14日取締役会決

議による新株予約権

　　普通株式　　 　65,572株

――――――

　（注）２.　当社は平成21年７月４日をもって普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。

当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第１四半期連結累計期間

に係る１株当たり四半期純損失金額は80円46銭であります。
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１．第三者割当による新株式の発行について　

　当第１四半期連結会計期間終了後の平成22年7月13日開催の取締役会において、有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合

及び株式会社経通ネットワーク並びに株式会社ミッドナイトエクスプレスに対し、第三者割当による新株式発行（金銭

出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））による新株式の発行を行うことを決議いたしました。

当該新株発行の概要については下記のとおりであります。
　

（1）募集株式の数 普通株式　26,666,400株

（2）発行価額 1株当たり 26円10銭

（3）発行総額 695,993,040円

内395,997,030円は、下記（7）の要領による現物出資（デット
・エクイティ・スワップ）の払込方法によるものとする。

（4）発行価額のうち資本に組入れる額 1株当たり 13円05銭

（5）申込期日 平成22年7月29日

（6）払込期日 平成22年7月29日

（7）出資の目的とする財産 　

有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合 金銭債権　　240,498,450円

株式会社経通ネットワーク 金銭債権　　155,498,580円

（8）割当先の名称及び交付株式数  

有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合　 12,662,700株

株式会社経通ネットワーク 6,340,900株

株式会社ミッドナイトエクスプレス  7,662,800株

（9）資金の使途 シニア住宅事業における新規施設開設費用等の事業資金
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

 ２．新株予約権（ストック・オプション）の発行について　 

　当第１四半期連結会計期間終了後、平成22年5月27日開催の当社第14回定時株主総会において承認可決されました新株

予約権（ストック・オプション）について、平成22年7月13日開催の取締役会において下記の要項により付与することを

決議をいたし、平成22年7月14日付けで付与しております。

　当該新株予約権（ストック・オプション）の概要については下記のとおりであります。 

（1）付与対象者の区分及び人数
当社取締役３名、当社子会社取締役１名

当社従業員61名、当社子会社従業員１名

（2）新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　

（3）株式の数 2,400,000株（注）１

（4）新株予約権の行使時の払込金額 1株当り32円（注）２

（5）新株予約権の行使期間 平成24年7月15日～平成27年7月14日　

（6）新株予約権の行使の条件 （注）４

（7）新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

（8）代用払込みに関する事項 　―

（9）組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

（10）新株予約権の取得条項に関する事項 （注）７

（注）１　新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う

場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について

のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合

理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

　２　新株予約権発行後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。　　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。　

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　３　新株予約権の発行価額は無償とする。

　４　新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員その他これ

に準ずる地位であることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

はない。

② 新株予約権の相続は認めない。　

③ その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けたも者との間で締結する新株予約権

割当契約に従うものとする。

　５　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。　
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

　６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条

件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上

記（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）１に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編

行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権

を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

イ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本

金等増加限度額から、上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

下記（注）７に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７　新株予約権の取得条項に関する事項

① 各新株予約権の行使の日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の３カ

月（当日を含む直近の60本邦営業日)の平均株価が一度でも権利行使価額の50％を下回った場合において、

当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償

で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、または当社が完全子会社となる株

式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得す

ることができる。

③ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４に定める事由により新株予約権を行使する条件に該当

しなくなったときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

④ 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月10日

株　式　会　社　ラ　ン　ド

取　締　役　会　御　中

監査法人ウィングパートナーズ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤　坂　満　秋　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 平　賀　康　麿

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ランドの平

成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年５

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ランド及び連結子会社の平成21年５月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の注記に記載されている通り、前連結会計年度において、2,029百

万円の経常損失及び9,071百万円の当期純損失を計上している。また、当第１四半期連結会計期間においても、1,850百万

円の経常損失及び1,776百万円の四半期純損失を計上することとなっため、金融機関からの借入金の一部につき財務制限

条項に抵触することとなり、当該債務につき期限の利益喪失にかかる請求を受ける可能性がある。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する対応策等は当該注記に記載されている。四半期連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していな

い。

２　重要な後発事象として以下の事象が記載されている。

　（１）　新株予約権の行使について

　当第１四半期連結会計期間後の平成21年6月26日において平成21年4月30日付で発行した第３回新株予約権に関

し、発行したすべての新株予約権が行使され、新株式を発行している。

　（２）　株式の分割及び単元未満株制度の導入について

　当第１四半期連結会計期間後の平成21年６月18日開催の取締役会決議に基づき、平成21年７月４日をもって、普

通株式１株につき100株に分割するとともに、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を導入している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年７月14日

株　式　会　社　ラ　ン　ド

取　締　役　会　御　中

監査法人元和

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 星　山　和　彦　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 臼　井　　聡

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ランドの

平成22年３月１日から平成23年2月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年

５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ランド及び連結子会社の平成22年５月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

１　継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、5,477百万円の経常損失及び

5,836百万円の当期純損失を計上している。また、当第１四半期連結累計期間においては、88百万円の経常利益及び75百万

円の四半期純利益を計上することとなったが、依然として自己資本が減少している状態となっており、引き続き金融機関

からの借入金の一部につき財務制限条項に抵触しており、当該債務につき期限の利益喪失にかかる請求を受ける可能性

がある状態にある。そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由に

ついては当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不

確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

２　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年７月13日開催の取締役会において、第三者割当方式による新

株式の発行を決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上   　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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